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１ 指針

（１）特別保護地区の名称

野付半島・野付湾特別保護地区

（２）特別保護地区の区域

野付半島・野付湾鳥獣保護区のうち、北海道標津郡標津町字茶志骨８７１番の西

端を起点とし、同所から同番の境界線を東進し同町字茶志骨８９３番の南端に至り、

同所から同番の境界線を北東に進み道道野付風蓮公園線との交点に至り、同所から

同道路を東進し野付郡別海町字野付１５４－１番の公衆用道路との交点に至り、同

所から同道路を南進し野付崎灯台の中心と同町字野付１５１－１番の南端を結ぶ直

線との交点に至り、同所から同直線を西進し同町字野付１５１－１番の南端に至り、

同所から同町所在根釧東部森林管理署１１０４林班の林班界を北進及び西進しボッ

コ沼岬の西端に至り、同所から同所と一本松岬の西端を結ぶ線を西進し同所に至り、

同所から同所と喜楽岬の西端を結ぶ線を西進し同所に至り、同所から同所と同町字

尾岱沼７－４５番の南端を結ぶ直線を南西に進み同所に至り、同所から道有林の境

界線を西進し国道２４４号線との交点に至り、同所から同道路を北進し同町字尾岱

沼８－９１番の南西端に至り、同所から同番と河岸線との境界線を北進し春別川河

口左岸に至り、同所から海岸線を９６９７ｍ北進した点に至り、同所から同所と標

津郡標津町字茶志骨８７１番のポンノウシ地区の南端を結ぶ直線を北進し同所に至

り、同所から同番の境界線を西進し起点に至る線により囲まれた区域（野付郡別海

町字野付６３－１２番の国有地の貸付地、同町所在根釧東部森林管理署１１０３林

班イⅠ小班及びロ小班の区域並びに昭和２６年６月農林省告示第２４３号により指

定された尾岱沼漁港の区域を除く。）

（３）特別保護地区の存続期間

平成１７年１１月 １ 日から平成３７年１０月３１日（２０年間）

（４）特別保護地区の保護に関する指針

①特別保護地区の指定区分

集団渡来地の保護区
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②特別保護地区の指定目的

国指定野付半島・野付湾鳥獣保護区は、北海道東部の根室半島と知床半島のほ

ぼ中間に位置し、オホーツク海に日本最大の延長約２８ｋｍの砂嘴及び砂嘴によ

って形成された湾部を有する。湾内の水深は約４ｍであり、広大な干潟及びアマ

モ場が形成され、エビ類等の甲殻類、貝類、魚類、ゴカイ類等が多く生息してい

る。

このような自然環境を反映し、当該区域は渡り鳥の中継地として、春季及び秋

季には毎年２万羽以上の渡り鳥が渡来する。特に、キアシシギ、オオハクチョウ、

コクガン、ヒドリガモ、スズガモ及びホオジロガモは、これらの種の地域個体群

の１％以上の個体数の渡来が確認されている。

特に、砂嘴、干潟及び藻場は、多くの渡り鳥のねぐら及び採餌の場として利用

されている。このため、当該鳥獣保護区の中でも特に重要な区域として、鳥獣の

保護及び狩猟の適正化に関する法律第２９条第１項の規定する特別保護地区に指

定し、当該区域に生息する渡り鳥の保護及びその生息地の保護を図るものである。

管理方針

・鳥類のモニタリング調査等を通じて、区域内の鳥類の生息状況の把握に努める。

・鳥類を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による鳥類の生息への影響

を防止するため、現場の巡視、関係地方公共団体、関係機関、地域住民等と連携

協力した普及啓発活動等に取り組む。

２ 特別保護地区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積

総面積 ６，０５３ha

内訳

ア 形態別内訳

林 野 ３２２ ha

農耕地 － ha
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水 面 ５，４０８ ha

その他 ３２３ ha

イ 所有者別内訳

国有地 ６０８ ha

制限林 ２２２ ha

林野庁所管 ３０１ ha

国有林 ３０１ ha 普通林 ７９ ha

その他所管 － ha

国有林地以外の国有地 ３０７ ha

財務省所管有地 ３０７ ha

都道府県有地 ２１ ha

地方公共団体有地 ２１ ha

市町村有地等 － ha

私有地等 １６ ha

公有水面 ５，４０８ ha

ウ 他の法令（条例を含む）による規制区域

自然公園法による地域 ５，７３０ ha 特別地域 ６４５ ha

（野付風蓮道立自然公園） 普通地域 ５，０８５ ha

文化財保護法による地域 － ha

３ 指定する区域における鳥獣の生息状況

（１）当該区域の概要

ア 特別保護地区の位置
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当該区域は、北海道東部の根室半島と知床半島のほぼ中間の標津郡標津町及び

野付郡別海町に位置している。

イ 地形、地質等

当該区域は、日本最大の鈎手状に発達した砂嘴により、野付湾を囲むように外

洋と区切られている。海水の流動の少ない湾奥部は、極細粒砂、シルト、粘土の

割合が多く泥質である。他方、潮汐による流れのある湾口部及び澪筋は、礫の混
みおすじ

在する中粒以上の砂質である。また、藻場の泥はアマモの枯葉等の堆積が著しく、

海底は還元泥の状況を呈している。

ウ 植物相の概要

当該区域は、海浜部は植生の発達は極めて貧弱で、ハマニンニク基群集を主と

するが、被度は低く、オカヒジキ、ハマボウフウ、ハマベンケイ、ウンラン、シ

ロヨモギ、ハマニガナ、コウボウスゲ等が散在する。砂丘部は、灌木層にハマナ

ス、草本層にコヌカグサ又はシロツメクサが優占している。また、湾内の干潟部

は、水位、塩分濃度等によって変化し、シバナ－アッケシソウ基群集及びエゾツ

ルキンバイ－ウシオスゲ基群集から形成される。

エ 動物相の概要

当該区域は、鳥類では、２１１種の生息が確認されている。哺乳類では、エゾ

シカ、キタキツネ、エゾシマリス、エゾユキウサギ等の生息が確認されている。

また、湾内では、エビ類、裂脚類（イサザミ類）、等脚類（横エビ類）、端脚類（と

び虫類）等の甲殻類、小型の貝類、魚類、砂泥中にゴカイ類等が生息しているほ

か、ゴマフアザラシ等のアザラシ類の生息も確認されている。

（２）生息する鳥獣類

別表のとおり

（３）当該区域の農林水産物の被害状況

海域の定置網において、アザラシ類による漁業への被害がある。
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４ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第３２条の規定による補償に関する事項

当該区域において、鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設を設置されたため、第２９条

第７項の許可を受けることができないため、又は同条第１０項の規定により条件を付

されたため損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失の補償をする。

５ 国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定及び維持管理に関する事項

①特別保護地区用制札 ３０ 本

②案内板 ５ 基










